
　市民がいつでも、どんなときでも安心して良質な水を飲むことができるまちを目
指します。
　そのために、水道水の安全確保「安全」、確実な給水確保「強靭」、供給体制の
持続性確保「持続」の観点から、水道事業の安定運営を目指します。また、水道水
への信頼を高め、水道事業への理解を深めてもらうため、情報の共有を進めます。
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成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

41.0％37.0％水道水をそのまま飲んでいる市民の割合

（平成27年度実績）

●安全な水道水を供給するため原水から蛇口に至
るまで一貫した水質管理が必要であり、水の安
全に係るリスク低減の観点からも水質の管理が
重要です。

●本市の水道は創設以来100年近くが経過してい
ます。老朽化した送配水管等は、にごり水等水
質悪化の要因となることから、施設の計画的な
更新や配水管網の再構築を進めています。さら
に、災害対策の観点からも水道施設の耐震化を
進める必要があります。

●本市の長年の懸案であった市水道と旧三池炭鉱
専用水道の一元化が完了しました。今後は、計
画的な市の水道管への給水装置の付替えが必要
です。

●水道事業運営の根幹である水需要は、人口の減
少や節水意識の浸透等により、今後も減少傾向
が見込まれ、水道事業の経営環境は厳しさを増
しています。施設の適切な維持管理はもとより、
将来の水需要を適切に見込んだ施設整備や水運
用を行う必要があります。

●水道事業への市民理解を深め、将来にわたり持
続的な水道サービスを提供していく上では、利
用者である市民へ水道事業に関する情報提供を
積極的に行うとともに、市民とのコミュニケー
ションを図ることが重要です。

現況と課題
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安心安全な水があるまち



　徹底した水質管理を行い、安全で良質な水道水を供給します。
　また、将来の水需要を適切に見込んだ水道施設の整備や、老朽化した水道施設の計画的な改築
更新及び維持管理を行うとともに、水道一元化による給水装置の付け替えを計画的に進め、確実
な水の供給に努めます。

視点１ 安全で確実な水の供給

　将来にわたって、持続可能な事業運営を行うため、経営基盤の強化に取り組みます。また、将
来における水道のビジョンを明確化するとともに、水道事業について市民理解が得られるよう、
情報を発信し、共有化を図ります。

視点２ 持続的な水の供給

大牟田市まちづくり総合プラン

ありあけ浄水場

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・老朽管更新事業

・配水池更新事業

・水道施設設備更新事業

主な事業
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　市民の生命、身体及び財産が守られ、衛生的な環境のもと安心安全に暮らせるま
ちを目指します。
　そのために、消費者である市民が､安心して消費生活を送ることができるよう、
消費生活に関する啓発や消費生活相談の充実・強化を図ります。また、食品による
健康被害の未然防止及び生活衛生の向上を図ります。
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成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

65.0％

1,300人

58.1％

1,173人

消費生活センターの認知度

衛生講習会参加者数

（平成26年度末）

●本市における消費生活に関する苦情・相談件数
は増加しており、その内容も複雑化・多様化し
ています。消費者問題については、消費者だけ
で被害回復を図ることには限界があり、それら
に適切に対応し、解決支援のために消費生活相
談に応じることが必要です。また、相談員の資
質向上を図ることが重要です。

●全国的な消費者被害の増加とともに、消費者が
被害を相談することもできず、泣き寝入りする
ケースも少なくありません。消費者自身が正し
い知識を持って、被害の未然防止や、被害に遭
った場合は適切に対処できるようになることが
重要です。また、高齢者世帯が多い本市では、
消費者トラブルの未然防止や早期発見のために、
地域と連携した見守りが重要です。

●近年、ノロウイルスによる大規模食中毒や腸管
出血性大腸菌による死亡事件など、食品に起因
する重大な事案が発生し、食品の安全性に対す
る消費者の関心が高まっています。市民が安心
して安全な食生活を送ることができるよう、食
品取扱施設への立入検査や食品の検査、情報提
供などにより事業者の衛生意識の向上を図る必
要があります。

●市民が衛生的な生活環境の中で暮らしていくた
めには、理容・美容所、クリーニング所など多
くの市民が利用する生活衛生関係施設の衛生確
保が必要不可欠です。特に入浴施設等でのレジ
オネラ症の発生は大きな問題になることが多く、
その発生防止のためには検査や衛生管理が必要
です。また、葬斎場は改築から30年が経過し、
施設の老朽化が進んでいることから、安定した
継続運営の検討が必要です。
 

現況と課題
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　消費生活に関する正しい知識の普及・啓発を行い、消費者被害の未然防止と被害回復につなげ
ます。また、相談体制の充実や関係機関との連携を図ります。

視点１ 安心できる消費生活の推進

　市民が安心して安全な食生活を送ることができるよう、計画的な食品取扱施設への立入検査や
食品検査の実施及び情報提供を行うことにより、食品関係事業者の自主的な衛生管理と意識の向
上を図ります。また、食品等の安定的かつ高精度の検査を実施していくため、検査機器の更新、
検査技術の向上など検査体制の充実を図ります。

視点２ 食品衛生対策の推進

　多くの市民が利用する生活衛生関係施設への監視指導や衛生対策に必要な情報提供を行うこと
により、施設設置者の衛生意識の向上を図るとともに、新たな検査項目への対応など検査体制の
充実を図ります。

視点３ 生活衛生対策の推進

大牟田市まちづくり総合プラン

悪質商法対処法の出前講座

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・消費生活センター事業

・食品衛生対策事業

・生活衛生対策事業

主な事業
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「ぼくたち、私たちが描く未来のまち・おおむた」入賞
駛馬北小学校６年　弓削飛翔さん　（平成26年度当時）


